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(57)【要約】
【課題】できるだけ低い電位で電極に吸着した不純物を
酸化させて除去し燃料電池の特性を回復させることがで
きる燃料電池の特性回復方法を提供する。
【解決手段】あらかじめ不純物を酸化することのできる
温度、電位、および保持時間を記憶しておき、燃料電池
の温度を測定して（Ｓ３）、記憶したデータも基づき、
測定された温度で不純物を酸化できる最低電位および保
持時間を決定して（Ｓ５）、不純物を酸化させるための
運転を行う（Ｓ６～７）。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池の電極に吸着した不純物を酸化することのできる電極電位と温度、およびその
電位の保持時間を記憶した記憶手段と、
　前記燃料電池内の温度を検出する温度検出手段と、
　前記温度検出手段が検出した温度において前記不純物を酸化することのできる最低電極
電位および保持時間を前記記憶手段を参照して決定し、当該決定された電位および保持時
間で燃料電池を運転する制御手段と、
　を有する燃料電池システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記温度検出手段が検出した温度が、前記記憶手段に記憶されている
前記不純物を酸化することのできる最低電位に対応した温度に達していない場合に、当該
最低電位で前記不純物を酸化することのできる温度になるまで前記燃料電池の温度を上昇
させることを特徴とする請求項１記載の燃料電池システム。
【請求項３】
　前記燃料電池は冷媒を循環させることで前記燃料電池内を冷却する冷却手段を備え、
　前記燃料電池の温度を上昇させる際に前記制御手段は前記冷却手段による冷却力を低下
させて、前記最低電位で前記不純物を酸化することのできる温度になるまで前記燃料電池
を運転することを特徴とする請求項２記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記決定された保持時間の間前記燃料電池にかかる負荷量を変更する
ことで前記燃料電池の電極電位を前記決定された電位にすることを特徴とする請求項１～
３のいずれか一つに記載の燃料電池システム。
【請求項５】
　さらに、前記不純物を酸化した後の前記電極を水洗する水洗手段を有することを特徴と
する請求項１～４のいずれか一つに記載の燃料電池システム。
【請求項６】
　前記水洗手段は、前記燃料電池の発電中に前記燃料電池の触媒層中の水量を増加させる
ものであることを特徴とする請求項５に記載の燃料電池システム。
【請求項７】
　前記水洗手段は、前記燃料電池の酸化剤極または燃料極の少なくとも一方の電極側に、
高加湿ガスを供給するものであることを特徴とする請求項５に記載の燃料電池システム。
【請求項８】
　燃料電池内の温度を検出する段階と、
　あらかじめ記憶されている燃料電池の電極に吸着した不純物を酸化することのできる電
極電位と温度、およびその電位の保持時間を参照して、前記検出した前記燃料電池の温度
において前記燃料電池の電極に吸着した不純物を酸化することのできる最低電極電位およ
び保持時間を決定する段階と、
　前記決定された電位および保持時間で燃料電池を運転する段階と、
　を有する燃料電池の特性回復方法。
【請求項９】
　前記検出した前記燃料電池の温度が、前記不純物を酸化することのできる最低電位に対
応した温度に達していない場合に、当該最低電位で前記不純物を酸化することのできる温
度になるように前記燃料電池の温度を上昇させる段階を、さらに有することを特徴とする
請求項８記載の燃料電池の特性回復方法。
【請求項１０】
　前記燃料電池は冷媒を循環させることで前記燃料電池内を冷却する冷却手段を備えてお
り、
　前記燃料電池の温度を上昇させる段階は、前記冷却手段による冷却力を低下させて、前
記最低電位で前記不純物を酸化することのできる温度になるまで前記燃料電池を運転する
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ことを特徴とする請求項９記載の燃料電池の特性回復方法。
【請求項１１】
　前記決定された電位および保持時間で燃料電池を運転する段階は、決定された保持時間
の間前記燃料電池にかかる負荷量を変更することで前記燃料電池の電極電位を前記決定さ
れた電位にすることを特徴とする請求項８～１０のいずれか一つに記載の燃料電池の特性
回復方法。
【請求項１２】
　さらに、前記不純物を酸化した後の前記電極を水洗する段階を有することを特徴とする
請求項８～１１のいずれか一つに記載の燃料電池の特性回復方法。
【請求項１３】
　前記不純物を酸化した後の前記電極を水洗する段階は、前記燃料電池の発電中に前記燃
料電池の触媒層中の水量を増加させることを特徴とする請求項１２に記載の燃料電池の特
性回復方法。
【請求項１４】
　前記不純物を酸化した後の前記電極を水洗する段階は、前記燃料電池の酸化剤極または
燃料極の少なくとも一方の電極側に、高加湿ガスを供給することを特徴とする請求項１２
に記載の燃料電池の特性回復方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池システムおよび燃料電池の特性回復方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池を長期間運転すると、種々の不純物が吸着して発電性能の低下が起こる。この
ような不純物が吸着した電極を回復させる方法として、従来、電極電位を上げて、電極に
吸着した硫黄を酸化することで除去し、電極性能の回復を図る技術がある（非特許文献１
）。
【特許文献１】特開２００８－０７７８８４号公報の段落０００３
【特許文献２】特開２００５－１００８２０号公報の段落０００３
【非特許文献１】アール．モタディ（Ｒ．　Ｍｏｈｔａｄｉ）、ダブリュー．－ケー．　
リー（Ｗ．－ｋ．　Ｌｅｅ）、ジェー．ダブリュー．バン　ジー（Ｊ．Ｗ．　Ｖａｎ　Ｚ
ｅｅ）　「Ａｓｓｅｓｓｉｎｇ　ｄｕｒａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｃａｔｈｏｄｅｓ　ｅｘ
ｐｏｓｅｄ　ｔｏ　ｃｏｍｍｏｎ　ａｉｒ　ｉｍｐｕｒｉｔｉｅｓ」　ジャーナル　オブ
　パワーソース（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｅｓ）　１３８（２０
０４）、２１６－２２５。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来の方法は、燃料電池を高電位状態に維持することで、触媒表面に吸着した硫黄
吸着種を酸化している。しかし、燃料電池は、電極電位が無付加状態またはそれに近い高
電位に維持された場合、電解質膜劣化や触媒金属の溶出などの問題が起こる可能性がある
ことが知られている（たとえば特許文献１および２）。
【０００４】
　そこで、本発明の目的は、できるだけ低い電位で電極吸着物を酸化して電極の特性回復
を図ることができる燃料電池システムおよび燃料電池の特性回復方法を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を解決するための本発明の燃料電池システムは、燃料電池の電極に吸着した不
純物を酸化することのできる電極電位と温度、およびその電位の保持時間を記憶した記憶
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手段と、前記燃料電池内の温度を検出する温度検出手段と、前記温度検出手段が検出した
温度において前記不純物を酸化することのできる最低電極電位および保持時間を前記記憶
手段を参照して決定し、当該決定された電位および保持時間で燃料電池を運転する制御手
段と、を有する。
【０００６】
　上記目的を解決するための本発明の燃料電池の特性回復方法は、燃料電池内の温度を検
出する段階と、あらかじめ記憶されている燃料電池の電極に吸着した不純物を酸化するこ
とのできる電極電位と温度、およびその電位の保持時間を参照して、前記検出した前記燃
料電池の温度において前記燃料電池の電極に吸着した不純物を酸化することのできる最低
電極電位および保持時間を決定する段階と、前記決定された電位および保持時間で燃料電
池を運転する段階と、を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、燃料電池の電極を高電位で長時間維持することなく、電極に吸着した
不純物を酸化して燃料電池内部に蓄積した不純物を除去し、特性回復を図ることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。
【０００９】
　図１は本発明を適用した実施形態における燃料電池システムの構成を示す説明図である
。図２は燃料電池内部の発電セルの構造を示す断面図である。
【００１０】
　この燃料電池システム１は、固体高分子電解質膜を挟んで酸化剤極と燃料極とを対設し
た燃料電池構造体（燃料電池セル）をセパレータで挟持して、これを複数積層して構成さ
れる燃料電池スタック２を備える。燃料電池スタック２の内部構造については後述する。
【００１１】
　燃料電池スタック２には、燃料極３ａに燃料ガスが供給する燃料ガス供給管７が接続さ
れており、酸化剤極３ｂに酸化剤ガスが供給する酸化剤ガス供給管１２が接続されている
。燃料ガス供給管７は通常水素ガスを供給するために燃料タンク４（たとえば高圧水素タ
ンク）に接続されており、燃料ガス供給管７とともに燃料ガス供給手段となる。
【００１２】
　一方、酸化剤ガス供給管１２には、コンプレッサ１０が接続されていて、酸化剤ガス供
給管１２とともに酸化剤ガス供給手段となる。図１においては便宜上、燃料極を符号３ａ
、酸化剤極を符号３ｂとして示したが、実際の燃料極３ａおよび酸化剤極３ｂは、燃料電
池スタック２内部に発電セルが複数積層させていて、それぞれの発電セルに存在する。
【００１３】
　燃料電池スタック２の燃料極３ａには、燃料ガスである水素が燃料タンク４から燃料ガ
ス供給管７を介して供給される。具体的には、燃料タンク４の下流の燃料ガス供給管７に
燃料供給弁５が設けられており、この燃料供給弁５が開状態となると、燃料タンク４から
の高圧水素ガスが燃料調圧弁６によって減圧された後に、燃料電池スタック２に供給され
る。供給された水素ガスは、燃料電池スタック２内において各発電セルのガス流路（溝）
４００ａに供給される。なお、燃料ガス供給管７には必要によりさらに減圧弁（図示せず
）が設けられている場合もある。
【００１４】
　燃料調圧弁６は後述するＥＣＵ５０（電子制御装置（制御手段））によって、その開閉
状態が制御される。したがって、燃料電池スタック２へ供給される水素圧力が所望の値と
なるように、ＥＣＵ５０によってその開度が制御される。燃料電池スタック２の燃料極３
ａ側から排出されるガス（未使用の水素を含む排出ガス）は、水素排出配管９へと排出さ
れる。
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【００１５】
　燃料電池スタック２の酸化剤極３ｂには、酸化剤ガスである空気（たとえば大気）が、
コンプレッサ１０によって取り込まれて加圧され、酸化剤ガス供給管１２を通して供給さ
れる。供給された空気は、燃料電池スタック２内において各発電セルのガス流路（溝）４
００ｂに供給される。燃料電池スタック２の酸化剤極３ｂ側からは、酸素の一部が消費さ
れた空気が、空気排出配管１４を介して外部（大気）に排出される。この空気排出配管１
４には、空気調圧弁１５が設けられている。空気調圧弁１５は、燃料電池スタック２に供
給される空気圧力と空気流量とが所望の値となるように、その開度が、コンプレッサ１０
の駆動量（回転数）とともにＥＣＵ５０によって制御される。
【００１６】
　また、燃料電池スタック２の周囲には、燃料電池スタック２を冷却するための冷却装置
（冷却手段）が設けられている。冷媒循環装置は、燃料電池スタック２を取り巻いている
冷媒管２０、冷媒を蓄えている冷媒タンク２１、冷媒を循環するためのポンプ２２よりな
る。ここで冷媒は、たとえば、水や不凍液（いわゆるクーラント）などである。したがっ
て、この冷却装置は水冷装置である。
【００１７】
　燃料電池スタック２の内部構造は、たとえば図２に示すとおり、複数の発電セルからな
る。一つの発電セルは、少なくとも燃料ガスが供給される燃料極、酸化剤ガスが供給され
る酸化剤極、燃料極と酸化剤極の間に配置された電解質および触媒層を備える。具体的構
造としては、中心に高分子電解質膜１００が配置されている。この高分子電解質膜１００
の片面に燃料極側触媒層２００ａ、燃料極側ガス拡散層３００ａ、燃料ガス供給溝４００
ａを備えた燃料極側セパレータ５００ａが配置されている。高分子電解質膜１００の他方
の面に酸化剤極側触媒層２００ｂ、酸化剤極側ガス拡散層３００ｂ、酸化剤ガス供給溝４
００ｂを備えた酸化剤極側セパレータ５００ｂが配置されている。そして燃料電池スタッ
ク２は、このような発電セルが複数積層されて構成されている。
【００１８】
　燃料ガスおよび酸化剤ガスは、セパレータ５００ａおよび５００ｂの内部に設けられた
ガス流路（溝）４００ａおよび４００ｂを通じて、燃料極側および酸素極側の触媒層２０
０ａおよび２００ｂに供給される。
【００１９】
　なお、図示しないが、燃料電池スタック２はガスが外部へ漏洩することを防止するため
に、電解質膜とセパレータとの間の外周部に、エッジシール部材としてガスケット、ガス
シールなどが配置されている。
【００２０】
　このように構成された燃料電池システム１は、燃料電池スタック２内に水素ガスと空気
が供給されることで、各発電セル内において発電が行われ、酸化剤極３ｂ側には発電の際
の反応生成物である水が発生する。発生した反応生成水は、酸化剤極側触媒層２００ｂか
ら湿潤状態にされている高分子電解質膜１００を通り燃料極側触媒層２００ａにも至る。
【００２１】
　ＥＣＵ５０は、システム全体を統合的に制御する機能を担っていると共に、電極に吸着
した不純物を除去するための特性回復処理の制御も行っている。これらの制御は後述する
制御手順に沿って作成された制御プログラムをＥＣＵ５０が実行することによりシステム
の各部を制御することにより行われる。なお、図示する場合には、ＥＣＵ５０から制御対
象となっている各部への信号線は図示省略した。
【００２２】
　また、このＥＣＵ５０は、特性回復動作のために、後述するように、不純物を酸化する
ために必要な温度、電位、および保持時間の関係を記憶した記憶手段としてのメモリ５１
を持っている。
【００２３】
　また、本実施形態では、酸化させた不純物を洗い流すための処理（水洗処理）も行って
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いる。水洗処理の制御もＥＣＵ５０によって行っており、本実施形態では、コンプレッサ
１０の回転数と空気調圧弁１５によって燃料電池に供給する空気流量を制御し、燃料ガス
と酸化剤ガスとの反応生成水の触媒層内液水量を制御することにより行う。
【００２４】
　これら処理のためにＥＣＵ５０には、燃料電池システム１の運転状態を検出するための
各種センサからの信号が入力されている。各種センサとしては、たとえば空気流量センサ
１１、電圧センサ１６、温度センサ１７（温度検出手段）である。
【００２５】
　空気流量センサ１１は、酸化剤ガス供給管１２を流れる空気の流量を検出するセンサで
ある。
【００２６】
　電圧センサ１６は、燃料電池スタック２の電圧を検出するセンサである。電圧センサ１
６は、燃料電池スタック２を構成する個々の発電セルの電圧（燃料極と酸化剤極と電位差
）をそれぞれ検出する。なお、電圧センサ１６は、複数の発電セルからなるセルユニット
を検出単位として、それぞれのセルユニット単位での電圧を検出するようにしてもよいし
、さらには、燃料電池スタック２全体としての出力電圧を検出するものであってもよい。
【００２７】
　温度センサ１７は、燃料電池スタック２の温度を検出するセンサである。温度センサ１
７は、燃料電池スタック２を構成する個々の発電セル、あるいは複数の発電セルからなる
セルユニットを検出単位として、その温度を検出する。したがって、個々の発電セルに一
つずつ温度センサを取り付けて、その最高温度を燃料電池スタック２の温度としてもよい
し、燃料電池スタック２内の代表的な発電セルに一つ温度センサを取り付けてもよい。一
つ温度センサを一つとする場合は、最も高温度になりやすい（冷えにくい）燃料電池スタ
ック２の中央部付近に設けるとよい。
【００２８】
　なお、本実施形態では、燃料ガスとして水素を、酸化剤ガスとして酸素を含む空気を用
いるケースについて説明する。この燃料電池システム１は、たとえば、車両を駆動する電
動モータの電源として車両に搭載して使用される。
【００２９】
　次にこの燃料電池システムにおける燃料電池スタックの特性回復処理について説明する
。
【００３０】
　図３は特性回復処理の制御手順を示すフローチャートである。
【００３１】
　ここではまず、制御手順全体の流れを説明し、その後、各ステップ（処理）の詳細につ
いて説明する。
【００３２】
　まず、ＥＣＵ５０は、特性回復処理の必要性の判断を行い（Ｓ１）、続いて、回復作業
実施可能か否かを判断する（Ｓ２）。これらの判断の結果、回復操作可能であれば、続い
て、ＥＣＵ５０は燃料電池スタック２の温度を測定し（Ｓ３）、所定温度以上であれば（
Ｓ４：Ｙｓｅ）回復動作として、電位およびその電位の保持時間を決定する（Ｓ５）。続
いてＥＣＵ５０は決定された電位と保持時間、および現在温度での運転を開始して回復動
作を実行する（Ｓ６）。その後ＥＣＵ５０は保持時間が経過した段階（Ｓ７：Ｙｅｓ）で
、酸化した不純物を洗い流すための水洗処理を実行する（Ｓ８）。以上の処理により、回
復動作が完了する。
【００３３】
　以下各ステップの詳細について説明する。
【００３４】
　ステップＳ１の特性回復処理の必要性の判断は、たとえば以下の基準に基づき行われる
。
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【００３５】
　（１）燃料電池システムの積算運転時間が所定時間を上回った場合
　この判断基準の場合、ＥＣＵ５０は、その内部に設けられたタイマ（図示せず）を用い
て燃料電池の積算運転時間を算出し、その時間経過により回復処理を実施する（この場合
タイマーとＥＣＵ５０が運転時間積算手段となる）。
【００３６】
　燃料電池は、その運転時間の経過とともに不純物が蓄積されていく傾向がある。運転時
間を、回復処理を実施するための判断基準とすることで、ある程度運転時間が経過した段
階で回復処理を行えば、不純物による性能低下を可能な範囲で回復することができる。
【００３７】
　なお、特性回復処理を行うときの燃料電池の積算運転時間は、燃料電池システムの使用
環境にもよるが、たとえば車両に搭載された際の年間運転時間に基づいて５０時間程度に
設定することができる。これにより運転時間により定期的に回復処理が行われるようにな
る。なお、所定時間はこれに限定される必要はない。たとえば、大気中の汚染物質が多い
ような地域や道路を多く走る場合ではこの時間を短くし、一方、大気がきれいな地域では
長くしても良い。
【００３８】
　（２）電圧センサ１６で検出される各発電セルあるいは各発電セルユニットの電圧降下
量が所定値を上回った場合
　ここで各単位発電セルまたは各セルユニットの電圧降下量とは、たとえばある一定の負
荷で燃料電池を駆動した場合の単位発電セル１つ当たりの電圧降下幅または発電セルユニ
ット１つ当たりの電圧降下幅である。ここで、発電セルユニットとは、複数の発電セルを
ひとまとめにして１ユニットとしたものである。なお、特性回復処理を行うときの単位発
電セルの電圧降下量は、たとえば燃料電池の特性に基づいて設定することができる。具体
的には、たとえば、燃料電池の出力が１００％のときの単位セル電圧が、運転前（あるい
は前回の回復操作実施後）に比べ５％低下したときを操作要否判断基準として設定するこ
とができる。ただし、これに限定する必要はないが、安定した運転を継続できる範囲であ
ることが望ましい。
【００３９】
　このように電圧の低下によって回復処理の実施必要性を判断することで、容易かつ確実
に不純物による性能低下を回復することができる。
【００４０】
　（３）燃料電池システムの所定の運転モードの積算時間が所定値を上回った場合
　この場合は、特に運転モードとして燃料電池の電解質として高分子電解質を用いる場合
には、劣化が起こりやすい状態の運転モードでの積算時間を、ＥＣＵ５０がタイマー経時
すればよい。この場合タイマーとＥＣＵ５０がモード別運転時間積算手段となる。
【００４１】
　高分子電解質の劣化が起こりやすい状態は、たとえば、燃料電池が高電圧状態となるモ
ードである。高電圧とは、たとえば単位発電セルあたりの電圧が０．８０Ｖ以上となるよ
うな場合である。もちろんこのほかにも燃料電池の劣化による不純物が生成しやすいよう
な電圧となる運転モードがあれば、それらを別々に積算するようにしてもよい。
【００４２】
　このように燃料電池の運転モードにより劣化が異なるため、運転履歴により不純物の蓄
積量は変化する。したがって、劣化が起こりやすい運転モード（特にアイドル運転）の頻
度が所定値に達したときに回復処理を実施することで、不純物による性能低下を可能な範
囲で回復することができる。
【００４３】
　上記（１）～（３）の判断基準は、いずれか一つを採用することもできるが、複数の条
件が満たされた場合にのみ特性回復処理を実施するようにしてもよい。
【００４４】
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　このように、回復処理の必要性を判断する基準として、時間や電圧などを使用すること
でシステム全体を煩雑化することなく容易に回復処理の実施必要性を判断できる。なお、
本実施形態では上記判断基準により特性回復操作が必要とされたときに回復操作を実施す
る制御について記述するが、このほか、燃料電池の起動、または停止時において所定の時
期に定期的に実施しても良い。
【００４５】
　ちなみに、燃料電池の発電性能を低下させる不純物の発生原因は、大別して二つある。
【００４６】
　一つは、燃料電池内部で発生するものである。
【００４７】
　燃料電池が発電するためには高分子電解質膜に水を含有させておく必要がある。このた
め電池内部は常に湿潤な環境となる。その結果、長期間燃料電池を運転することにより、
電池内の水を介して、シール材料や樹脂材料、金属材料などの燃料電池構成材料由来のイ
オン性不純物や無機不純物の溶出が起こる。また、燃料電池を車両に搭載して使用する場
合には複数の異なる運転モードが複雑に組み合わされるため、長期間の運転により高分子
電解質の劣化が進行し、これにより生じる分解生成物などが不純物となり得る。
【００４８】
　もう一つは、燃料電池外部から供給されるものである。
【００４９】
　燃料電池の酸化剤ガスは、通常、外部の空気を利用する。外部から供給される空気中に
は、硫黄酸化物、硫化水素、窒素酸化物などの大気汚染物質が含まれている。たとえば、
硫黄化合物の濃度は、日本における環境基準値が０．０４ｐｐｍであるが、燃料電池を車
両に搭載した場合、交通量の多い道路を長時間走行することで、より高濃度の硫黄酸化物
が酸化剤極に混入することも想定される。また、燃料ガスとして使用するガスの種類によ
っても、一酸化炭素や硫黄化合物等の不純物が燃料電池に混入する可能性がある。
【００５０】
　これらの不純物は、触媒層や電解質膜に移動し、以下のような機構で燃料電池発電性能
の低下を引き起こす。
【００５１】
　（１）触媒被毒
　硫黄化合物は白金表面に強く吸着することが知られている。触媒金属表面への硫黄の吸
着による触媒の活性点の減少は、触媒金属表面で進行する反応を阻害し、ひいては燃料電
池発電性能の低下を引き起こす。吸着した硫黄種を脱離させるためには電極電位を高める
必要がある。
【００５２】
　（２）電解質のイオン伝導性低下
　金属イオンなどの不純物カチオンは、電解質膜中のイオン交換基と結合し、電解質のイ
オン伝導性の低下を引き起こす。これにより電解質の抵抗が増大し、発電性能の低下につ
ながる。
【００５３】
　（３）電解質中の物質移動特性低下
　不純物が電解質内部に蓄積することにより電解質における反応ガス、水などの物質移動
特性を低下させる。このため、過電圧が増大し発電性能の低下につながる。
【００５４】
　上述したステップＳ１における判断は、このような不純物の蓄積を運転時間や電圧によ
って予測し、回復動作が必要か否かを判断しているのである。
【００５５】
　ステップＳ１において特性回復処理が必要でないとＥＣＵ５０が判断した場合は特性回
復処理を終了する。
【００５６】
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　ＥＣＵ５０がステップＳ１において上述した（１）～（３）の判断基準の１つまたは複
数により特性回復処理が必要であると判断した場合、ステップＳ２へ進む。
【００５７】
　ステップＳ２では、ＥＣＵ５０が、燃料電池スタック２の特性回復処理が実施可能な状
態にあるか否かを判定する。ここでは、たとえば車両の場合には、アイドリング状態など
、車両が停止して燃料電池への負荷がほとんどない状態であることが好ましい。これは回
復動作中、燃料電池を負荷状態にかかわらずにその運転状態を変更する必要があるためで
ある。
【００５８】
　ステップＳ２において、燃料電池スタック２が特性回復処理の実施可能な状態にあると
判断された場合には、第一の特性回復操作として、燃料電池スタック２の酸化剤極の電位
を高電位に保持する処理を行う。この酸化剤極の電位を高電位に保持する処理は触媒表面
の不純物を酸化させることを目的とするものである。なお、ステップＳ２において、燃料
電池スタック２の特性回復処理を実施可能な状態でないと判断された場合には、特性回復
処理の実施可能な状態となるまでステップＳ２を繰り返し待機することになる。
【００５９】
　特性回復処理の実施可能な状態となればステップＳ３に移る。ステップＳ３では不純物
の酸化が促進されるような温度条件になっているかどうかを判断するために燃料電池スタ
ック２の温度を測定する（Ｓ３）。そして検出された燃料電池スタック２の温度が、不純
物を酸化することのできる所定温度以上であるかどうか判断する（Ｓ４）。燃料電池スタ
ック２の温度があらかじめ決められた不純物を酸化することのできる所定温度以上であれ
ば、ＥＣＵ５０は、電位、保持時間の決定（Ｓ５）を行う。一方、燃料電池スタック温度
が所定温度未満の場合には、ＥＣＵ５０は燃料電池スタック２の温度を上げる処理を行う
（Ｓ９、詳細後述）。
【００６０】
　式１は、高電位保持処理における触媒表面の不純物の酸化反応を示す式である。この式
１では、不純物の代表例である硫黄系化合物が触媒表面に存在する場合について示した。
式１で表されるように、不純物の酸化は、電気化学的に酸化されるものである。
【００６１】
　Ｐｔ－Ｓ＋４Ｈ２Ｏ→Ｐｔ＋ＳＯ４

２－＋８Ｈ＋＋６ｅ－　　…（式１）
　このように酸化反応は電気化学反応であるため、電位に強く依存する。ここで、不純物
の酸化と、温度および電位との関係を実験結果を交えて説明する。
【００６２】
　実験は、ＳＯ２供給により酸化剤極触媒層の白金表面を被毒させた後、数種類の電位で
電位保持を行った際の白金表面積を測定した。式１の反応に従い硫黄の酸化が起こるとＰ
ｔ－Ｓの強い結合が切れ、白金表面上の反応サイトが増えるため、白金表面積の増加を不
純物酸化の指標として考えることができる。なお、実験方法の詳細については後述する。
【００６３】
　図４は被毒後の数種類の電位で電位保持を行った際の白金表面積を測定した白金表面積
の変化を示している。横軸は図示した電位の保持時間、縦軸は白金表面積の回復割合（０
～１）である。図４から、電位が高ければ高いほど酸化反応が促進されることがわかる。
【００６４】
　しかし、すでに説明したように、高電位を維持することは電極の劣化を早めることが従
来から知られている。
【００６５】
　そこで、酸化と温度の関係に着目し実験を行った。図５は被毒後の白金表面積回復の温
度感度を示す。横軸は図示した電位の保持時間、縦軸は白金表面積の回復割合（０～１）
である。
【００６６】
　図５から、温度が高いほど酸化反応が促進され、温度により同じ回復効果を得るために
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要する時間が異なることがわかる。しかも、約４０℃以下では酸化が起こりにくくなって
いる。
【００６７】
　これら図４および図５の結果から、温度と電位およびそれらの保持時間との関係を適宜
選択すれば、高電位を長時間にわたり維持しなくても電極特性を回復できることを見出し
た。
【００６８】
　図６は、温度と電位およびそれらの保持時間と白金表面積の関係を示すグラフである。
【００６９】
　図から、６０℃以上であれば、いずれの温度、電位でもほぼ同じ保持時間で電極性能を
回復させることができることがわかる。そして、８０℃では０．９Ｖ、９０℃では０．８
Ｖで電極性能を回復させることができることがわかる。したがって、温度が高ければより
低い電圧でも同じ保持時間で不純物の酸化を行うことができる。
【００７０】
　このグラフの温度、電位、および保持時間の関係をあらかじめＥＣＵ５０に記憶してお
くことで、そのデータに基づき、測定された温度のときに特性回復に必要な最低電位と保
持時間を決定することができる。
【００７１】
　なお、ステップＳ４における所定温度は、図６のグラフから決定すればよい。たとえば
、図６に示したグラフでは、４０℃では０．９５Ｖ程度に電位を上げて保持時間を長くし
ても特性回復はあまりない。そこで、これより温度の高い６０℃では０．９５Ｖにするこ
とで特性回復できる。しかし、これでは高い電位を維持しなければならないためあまり好
ましくない。８０℃であれば、０．９Ｖでも、他の温度の時とほぼ同じ保持時間で８割以
上の回復を行える。したがって、所定温度としては７０～８０℃程度が好ましい。なお、
この所定温度は燃料電池スタックの構成や大きさ、電極の構造などにより異なるため、そ
れらに合わせて適宜設定するものであって、本発明がこの温度に限定されるものではない
。
【００７２】
　ここで、図４の実験方法について説明する。実験には、アクティブエリア２５ｃｍ２の
小型単セルを製作して実験した。触媒は、燃料極（アノード）側、酸化剤極（カソード）
側ともにＰｔ／Ｃ触媒を使用した。また、実験ではポテンシオスタットを用いて、電位制
御を行った。
【００７３】
　実験ではまず、セル温度８０℃、燃料極に１００％ＲＨの水素０．５ＮＬ／ｍｉｎを、
酸化剤極に２ｐｐｍのＳＯ２を含む窒素ガス０．５ＮＬ／ｍｉｎを供給し、酸化剤極電位
を０．５Ｖに２時間保持することで酸化剤極触媒のＳＯ２被毒処理を実施しました。この
被毒処理を実施後、酸化剤極供給ガスを窒素のみに切り替え、酸化剤極電位を一定電位に
保持した後、不純物酸化除去に伴う白金表面積の経時変化を見た。この実験の結果が上述
した図４である。なお、図の縦軸は、初期（被毒処理前）の白金表面積を１としたときの
面積比を、横軸は各電位での保持時間である。
【００７４】
　また、図５の実験は、図４の実験と同様の条件で酸化剤極被毒処理を実施後、図に示す
各セル温度において、電極電位を０．９５Ｖに保持した際の白金表面積の経時変化を見た
ものである。供給ガス種、流量、湿度とも図４に示した実験と同じにした。図において縦
軸は、初期に対する白金表面積比を、横軸は電位保持時間である。
【００７５】
　図３のフローチャートに戻り説明する。
【００７６】
　ステップＳ５において、電位、保持時間を決定した後、ステップＳ６で決定された電位
での運転を開始する。このとき温度についてもできるだけ測定された温度が保持されるよ
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うにする。通常、燃料電池が発電中は温度が上昇するが、温度が上がる分には特性回復に
おいて悪影響はないので、通常の冷却装置による冷却を継続していればよい。また、電位
保持運転時において、高電位を維持するために負荷を少なくすると発電も非常に少なくな
るため発熱量が低下することもある（たとえば環境温度が低い場合）。そのような場合は
、時間とともに温度が少しずつ低下するので、冷却装置による冷却力を下げるようにすれ
ばよい（後述するステップＳ９の温度上昇運転と同様）。
【００７７】
　燃料電池の発電電圧を制御するためには、燃料電池にかかる負荷を制御すればよい。な
お、発電電圧は、電圧センサ１６により個々の発電セル（または発電ユニット）の電圧を
測定することで得られる。
【００７８】
　決定された電位（図６から０．８５～０．９Ｖ程度）は、負荷を、たとえば０％（完全
無負荷状態）にならない程度から２０％程度の負荷状態とすることで得ることができる。
このような負荷状態は、たとえば車両の場合にはアイドリング時（車両が移動しない状態
）に負荷であるモータへの電力供給量を変えることであることができる。また、車両以外
に用いられる場合、たとえば家庭用電源などに使用している場合には、深夜など電力使用
量が最も少なくなったときなどにこのような低負荷運転となる。また、これら車両や家庭
用電源などにおいて電力補助用に二次電池を設置している場合には、その二次電池への充
電量を制御することで、低負荷状態でありながらある程度の負荷をかけることができ、決
定された電位に維持することができる。そのほか、ある程度の負荷をかけるためには、車
両などに搭載されている電装品の電源を入れたり、低負荷を作り出すための専用の抵抗器
などをあらかじめ用意しておくなどさまざまな方法が利用可能であり、特に限定されない
。
【００７９】
　電位保持運転を開始した後、保持時間が終了したか否かを判断し（Ｓ７）、終了してい
れば、続いて水洗処理（Ｓ８）を行う。本実施形態では水洗処理は触媒層中の水量を増加
することにより行っている。
【００８０】
　図７は、触媒層中の水量増加処理の手順を示すフローチャート（水洗処理のサブルーチ
ン）である。
【００８１】
　ここでは、水量を増加させる方法として空気流量を通常運転時よりも減少させる方法に
より行う。
【００８２】
　ＥＣＵ５０は触媒液水量増加処理開始（Ｓ１１）として、空気流量センサ１１のセンシ
ング値をモニタし、コンプレッサ１０の回転数および空気調圧弁１５の開度を制御して空
気流量を通常運転時よりも少なく、かつ所定値以上に制御する。これにより触媒水を増加
させる。
【００８３】
　空気流量を減少させることにより、空気流による水分の持ち去り量が減るため触媒層中
の水量を増加させることができる。しかし、酸化剤である空気を減らしすぎると発電に必
要な酸素が不足するため、安定した発電を維持することができない。そこで、本実施形態
では空気流量を減少させるものの所定値以上は保つようにしている。空気流量の所定値（
回復処理における空気流量の下限値となる）は、たとえば回復処理を実施する際の発電状
態を保つことのできる最低流量とすることが好ましい。このような値は、配管形状や配置
、燃料電池スタック２内における発電セルの積層数（すなわち燃料電池スタック２内部に
おける空気流通性能）などにより異なる。したがって、空気流量の所定値は、触媒層中の
不純物を除去するために必要な水分の増加が見込める発電性能を維持できる空気流量とな
るように、実験により決定することが好ましい。
【００８４】
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　その後、ＥＣＵ５０は、所定時間が経過したかを判断し（Ｓ１２）、空気流量を減少さ
せてから所定時間が経過した場合には、触媒層水量増加処理を終了させる（Ｓ１３）。ス
テップＳ１２において空気流量を減少させて発電を開始してから所定時間が経過していな
い場合には、所定時間が経過するまでそのままの状態で運転を継続する。
【００８５】
　このようにして、触媒層の水量が不純物の除去に十分となるような所定の空気流量を確
保しつつ、所定時間の間運転を継続する。これにより触媒層の水量が増加し、触媒層中に
蓄積した不純物が除去される。所定の流量は前述のとおりであるが、保持時間についても
、触媒層の材料、触媒層の含水状態等によって異なるため、実験結果に基づき決定された
値であることが好ましい。
【００８６】
　次に、所定の保持時間経過後、ＥＣＵ５０は、触媒層の水量を、増加させる前の水量に
なるよう減少させる操作を行う（Ｓ１４）。これは、ステップＳ１３で単に触媒層水量増
加処理を終了させた状態では、触媒層の水量は通常時に比べ多くなっているため、このま
ま高負荷運転に移行すると余剰水分によってガスの閉塞を起こして触媒層の劣化を引き起
こす可能性が考えられるため、触媒層の水量を通常運転時と同程度に戻すのである。触媒
層の余剰水分を減少させる操作としては、たとえば空気流量を通常運転時に戻す、あるい
は所定時間空気流量を増加させることにより、触媒層の余剰水分を除去することができる
。このように、余剰水分を除去することで再起動時のフラッディングを防ぐことができる
。
【００８７】
　以上により、特性回復のための手順は終了するので、元の通常運転となる。
【００８８】
　なお、この回復処理中において、たとえばアクセルなどの負荷取り出しトリガーがかか
った場合など、低負荷運転状態から別の状態に移行する指令が入った場合は本制御とは関
係なく指令に従うようにするとよい。これによりたとえば自動車の運行に差し支えること
なく、電極の回復動作を行うことができる。
【００８９】
　前述のステップＳ９における温度上昇運転について説明する。
【００９０】
　温度上昇運転は、非常に単純であり、冷却装置による冷却力を低下させればよい。通常
、燃料電池は、発電時には反応熱が出て、また電圧ロスにより発熱する。したがって、冷
却装置の冷却媒体の流量を下げたり、循環を停止したりすれば、発電を継続することで温
度が上昇する。
【００９１】
　そこで、ステップＳ４において所定温度に達していなければ、ステップＳ９の制御とし
て所定温度に達するまでポンプ２２の回転数を減らして冷却媒体の流量を減少させること
で燃料電池スタック２の温度を上昇させることができる。また、図示していないが、冷媒
を冷やすためのラジエーターが設置されている場合には、このラジエーター冷却ファンの
回転数を減らして冷媒の温度低下を抑制するようにしてもよい。
【００９２】
　以上説明した本実施形態によれば、電極に吸着、蓄積した不純物を酸化させることで、
電極特に白金表面から不純物を除去し、酸化した不純物を洗い流すこととしたので、不純
物を効果的に除去することができる。これにより不純物の蓄積により低下した燃料電池ス
タック２の発電特性を回復することができる。
【００９３】
　また、本実施形態によれば、燃料電池スタック２の温度が不純物を酸化することのでき
る電位に適した所定温度となっていない場合には、この温度を上昇させることとしたので
、低い温度において無負荷状態に近いような高電位で不純物を酸化しなくてもよい。しか
も、温度上昇には、通常燃料電池に用いられている冷却装置の冷却力を下げるだけである
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ので、簡単な制御で温度を上げることができる。
【００９４】
　また、本実施形態によれば、決められた電位にするために負荷量を制御することとした
ので、これも通常の燃料電池システムの運転と同様の制御で簡単に必要な電極電位を得る
ことができる。
【００９５】
　また、本実施形態では、酸化した不純物を触媒層中の水量を増やすことで洗い流すこと
としたので、燃料電池に特別な配管や装置を施すことなく実行することができる。しかも
、空気量を制御するだけで、水洗処理が行えるため、不純物の酸化から水洗処理までを一
連の流れとして実効することができ、不純物の除去をより効果的に行うことができる。
【００９６】
　また触媒層水量を増加させるための処理として酸化剤極３ｂの空気流量を減少させる操
作だけで、酸化させた不純物を洗い流すことができる。したがって、不純物の酸化処理か
らその洗い流しまで、燃料電池に特別な配管や装置を施すことなく実行することができる
。
【００９７】
　なお、水分を増加させる処理は酸化剤極３ｂの空気流量を減少される処理に限定される
ものではない。たとえば、燃料極３ａの水素流量について同様に、水素ガスの流量を減少
させることで、燃料極側触媒層からの水分の持ち去りを抑制し、結果的に触媒層中の水量
を増加させることもできる。
【００９８】
　また、空気流量と水素ガスの流量の両方を、低負荷での発電に必要な流量の範囲内であ
れば低下させてもよい。これは、発電が維持されることで生成水の発生は維持されており
、その間、両方のガス流量を下げることで、生成水の取り去り量が減るため、結果的に触
媒層中の水量を増加させることができるためである。
【００９９】
　以上本発明を適用した実施形態を説明したが、本発明は、像述した実施形態に限定され
るものではない。
【０１００】
　たとえば、上述した実施形態では、不純物の酸化を行った後、水洗処理を行うこととし
ているが、この水洗処理については、必ずしも実行しなくてもよい。これは、酸化処理に
よって白金表面に吸着した不純物は、その酸化だけで白金などの電極物質から離れた状態
となるため、それだけでも電極回復効果がある。また、その後の通常の燃料電池運転時の
水の発生だけでもある程度は自然に流れ出るため水洗処理を実施しなくても、不純物除去
効果がある。
【０１０１】
　逆に、水洗処理は、外部から強制的に高加湿ガス、たとえば、相対湿度８０％以上の水
蒸気を入れるなどの処理を行ってもよい。このような高加湿ガスを強制的に入れることで
、上述した燃料電池内部で発生する水を増やす場合より多い水分で、酸化された不純物を
洗い流すことができる。なお、このように強制的に高加湿ガスを入れる場合には、燃料電
池の発電は停止させることが好ましい。また、高加湿ガスによる洗浄後は、発電前に燃料
電池内に十分に空気を送って、余分な水分を飛ばす必要がある。
【０１０２】
　さらに、本発明においては、触媒層中の水量を増加させる処理を、水洗処理より前の段
階、たとえば決定された電位による運転を開始する時点（Ｓ６）から実施するようにして
もよい。これは、通常不純物の酸化は水分があることで促進されるため、燃料電池スタッ
ク２内部を程度加湿された状態とすることで、不純物の酸化処理を促進させることができ
るためである。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
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【図１】本発明を適用した実施形態における燃料電池システムの構成を示す説明図である
。
【図２】燃料電池内部の発電セルの構造を示す断面図である。
【図３】特性回復処理の制御手順を示すフローチャートである。
【図４】被毒後の数種類の電位で電位保持を行った際の白金表面積を測定した白金表面積
の変化を示すグラフである。
【図５】被毒後の白金表面積回復の温度感度を示すグラフである。
【図６】温度と電位およびそれらの保持時間と白金表面積の関係を示すグラフである。
【図７】触媒層中の水量増加処理の手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０４】
１　燃料電池システム、
２　燃料電池スタック、
３ａ　燃料極、
３ｂ　酸化剤極、
４　高圧水素タンク、
５　燃料供給弁、
６　燃料調圧弁、
７　燃料ガス供給管、
９　水素排出配管、
１０　コンプレッサ、
１１　空気流量センサ、
１２　酸化剤ガス供給管、
１４　空気排出配管、
１５　空気調圧弁、
１６　電圧センサ、
１７　温度センサ、
２０　冷媒管、
２１　冷媒タンク、
２２　ポンプ、
５０　ＥＣＵ、
５１　メモリ、
１００　高分子電解質膜、
２００ａ　燃料極側触媒層、
３００ａ　燃料極側ガス拡散層、
２００ｂ　酸化剤極側触媒層、
３００ｂ　酸化剤極側ガス拡散層、
４００ａ　燃料ガス供給溝、
４００ｂ　酸化剤ガス供給溝、
５００ａ　燃料極側セパレータ、
５００ｂ　酸化剤極側セパレータ。
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【図５】 【図６】

【図７】
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